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下松市の景観に関するアンケート結果報告 

（対象：事業者） 

《 概要版 》 
 
《調査の⽬的》 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
《調査の実施⽅法》 
 

調査対象 景観⾏為届出者の事業者 

調査⽅法 直接配布・回収 

調査期間 
令和 3 年 5 ⽉ 28 ⽇ 

  〜令和 3 年６⽉ 18 ⽇ 

回収数 58 通 

 
 
 
 
 
 
 
  

下松市では、景観を守り、次世代に引き継いでいくため、平成 24 年に「景観計
画」を策定した。その後、時間の経過や⽣活スタイルの変化により、まちなみも
変化してきていることから、令和３年度に計画の⾒直しを検討している。 

そこで、事業者が営業活動を⾏う中で感じている「景観」について意⾒を収集
し、計画⾒直しの基礎資料とするため、本アンケート調査を実施した。 

（注意事項） 
・割合（％）は、⼩数点第 2 位を四捨五⼊した数値を表記しているため、合計が

100.0％にならない場合がある。 
・不明、無回答を除く。 
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《業種》 《建物形態》 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
《所有形態》 《従業員数》 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
《事業年数》 
 
 
  

■回答事業者の属性 

●業種は、不動産業が最も多く、次いで製造業と卸売・⼩売業となっている。 
●事業所の建物形態は、概ね均等な割合となっている。 

建設
(10.3%)

製造
(19.0%)

運輸
(1.7%)卸売・⼩売

(19.0%)

飲⾷
(3.4%)

不動産
(20.7%)

サービス
(5.2%)

その他
(20.7%)

n=58

５⼈未満
(10.3%)

５〜10⼈未満
(12.1%)

10〜30⼈未満
(17.2%)

30〜50⼈未満
(20.7%)

50〜100⼈未満
(13.8%)

100⼈以上
(25.9%)

n=58

●事業所の所有形態は、⼤部分が⾃社所有となっている。 
●従業員数は、概ね均等な割合となっている。 
●事業年数は、20 年以上が⼤半を占めている。 

事務所ビル
(33.3%)

店舗
(20.4%)

⼯場
(24.1%)

その他
(22.2%)

n=54

⾃社所有
(75.0%)

賃貸（建物全体）
(10.7%)

賃貸（⼀部フロアー）
(14.3%)

n=56

５年未満
(15.8%) ５〜10年未満

(10.5%)

10〜20年未満
(8.8%)

20年以上
(64.9%)

n=57
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3.95 
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3.64 
3.45 

3.39 
3.23 
3.27 

3.55 
3.59 

3.00 3.50 4.00 4.50

⼭々の眺望
河川、⽔辺、湖等の⾵景

⾥⼭の⾵景
商業地の景観
住宅地の景観

幹線道路沿線の景観
⼯業地の景観

公共施設の景観
公園緑地の景観

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問１ 下松市の景観について  
問２ 下松市の景観について、どのように評
価するか（5 段階評価） 

問３ 10 年前と⽐べて下松市の景観はどう
変化したか  

問 4 下松市全体で景観を損ねていると思
うものは（３つ以内） 

重要度 

15.9%
22.4%

1.9%
11.2%

2.8%
8.4%

5.6%
2.8%

6.5%
3.7%

13.1%
5.6%

0% 20% 40%

⼿⼊れが⾏き届かず、荒れた農地や⼭林

管理されていない空き家や空き地

放置された⾃転⾞や違法駐⾞

張り巡らされた電線や電柱

ごみなどで汚れた河川や⽔路

街路樹などが整備されていない道路

広告や看板

⽥畑の減少

建築物の⾊彩や⾼さに統⼀感がない

まちにごみが多くなった

特に問題と思うものはない

その他

●下松市の景観について、魅⼒や愛着を感
じる（「とても感じる」+「少し感じる」）
との回答割合は 90％以上となっている。 

●下松市の景観に関する評価について、「河
川、⽔辺、湖等の⾵景」の評価が最も⾼く、
次いで、「⼭々の眺望」、「⾥⼭の⾵景」と
なっている。 

●10 年前に⽐べて景観が良くなった（「とて
も良くなった」+「少し良くなった」）と
回答した割合は 66％程度を占めている。 

●「管理されていない空き家や空き地」が最
も⾼く、次いで「⼿⼊れが⾏き届かず、荒
れた農地や⼭林」となっている。 

とても感じる
(39.6%)

少し感じる
(52.8%)

あまり感じない
(7.5%)

n=53

とても良くなった
(19.6%)

少し良くなった
(46.4%)

変わらない
(10.7%)

少し悪くなった
(3.6%)

わからない
(19.6%)

n=56
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4.00 
4.40 

3.89 
3.96 

3.79 
3.89 

3.33 
4.09 

4.30 

3.00 3.50 4.00 4.50

⼭々の眺望
河川、⽔辺、湖等の⾵景

⾥⼭の⾵景
商業地の景観
住宅地の景観

幹線道路沿線の景観
⼯業地の景観

公共施設の景観
公園緑地の景観

景観は市全体の財産であり、
個⼈財産の制限になっても

規制すべきである
(16.1%)

良好な景観づくりに向け、
⼗分に検討しながら、

緩やかに誘導していくべきである
(58.9%)

市⺠等がそれぞれに意識を⾼め、
できる範囲で⾃主的に景観

づくりに取り組むべきである
(17.9%)

わからない
(7.1%)

n=56

22.7%

15.9%

11.4%

4.5%

21.6%

4.5%

9.1%

10.2%

0% 20% 40%

下松地区（中央・豊井公⺠館区）

末武地区（末武・中村公⺠館区）

花岡地区（花岡公⺠館区）

久保地区（久保公⺠館区）

笠⼾島地区（笠⼾・笠⼾島・深浦公⺠館区）

⽶川地区（⽶川公⺠館区）

市全域

特にない

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

問 5 下松市の良好な景観を守り育ててい
くための取り組む姿勢は  

問 6 これからの景観を考える上で、あなた
が⼤切だと思うまちなみは（5 段階評価） 

問 7 特に重点的に景観づくりを進めてい
くべきだと思う地域は（複数可）  

問 8 景観づくりのために事業者が取り組
むことは 

必要である
(38.6%)

どちらかといえば必要である
(47.4%)

あまり必要ではない
(3.5%)

わからない
(10.5%)

n=57

●「河川、⽔辺、湖等の⾵景」の重要度が最
も⾼くなっており、次いで「公園緑地の景
観」や「公共施設の景観」となっている。 

●具体的な地域として、「下松地区（中央・
豊井公⺠館区）」や「笠⼾島地区（笠⼾・
笠⼾島・深浦公⺠館区）」の割合が⾼くな
っている。 

●「良好な景観づくりに向け、⼗分に検討し
ながら、緩やかに誘導していくべきであ
る」が最も⾼く、過半を占めている。 

●事業者が景観づくりへ取り組むことが必
要（「必要である」+「どちらかといえば
必要である」）の割合が⼤部分を占めてお
り、その必要性が認識されている。 

重要度 



5 
 

15.5%

9.5%

6.0%

31.0%

25.0%

11.9%

1.2%

0% 10% 20% 30% 40%

敷地内での建物の位置

建築物の⾊彩（素材やデザイン）

建物の⾼さや⼤きさ

建物周囲の緑化等

広告物の⾼さや⼤きさ

配慮していない

その他

3.71 

4.16 

4.04 

3.54 

3.80 

3.00 3.50 4.00 4.50

景観づくりの学習・教育・意識の啓発

道路や河川、公園などを
美しくするための清掃活動

まちなかに緑や花を増やす取り組み

話し合いによる
まちなみのルールづくり

⼭林や農地等の
適切な維持管理の取り組み

39.7%

31.5%

15.1%

13.7%

0.0%

0% 50%

4.45 

3.48 

3.16 

3.96 

3.11 

3.00 3.50 4.00 4.50

景観づくりの⽬標や⽅針を
分かりやすく⽰すこと

建物や敷地などに関する
指導を⾏うこと

景観に関する表彰制度の創設

市⺠、事業者などによる
景観づくりの活動を⽀援すること

セミナーなど市⺠に
学習機会を提供すること

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

問 9 既に景観に配慮していること（複数
可）  

問 10 景観づくりのために⾏政が取り組む
ことは（5 段階評価） 

問 11 下松市内で具体的なルールを定めると
したとき、どのようなルールが必要か（複数可）  

問 12 景観づくりのために、市⺠と事業者と⾏政
が協働して⾏う取り組みの重要度は（5 段階評価） 

●「景観づくりの⽬標や⽅針を分かりやす
く⽰すこと」の重要度が最も⾼くなって
いる。 

●「建物の外観（⾊、素材、デザイン、⾼さ）
について定める」が最も⾼く、次いで「広
告塔（看板）の外観（⾊、素材、デザイン、
⼤きさ、⾼さ）について定める」となって
いる。 

●「道路や河川、公園などを美しくするため
の清掃活動」の重要度が最も⾼く、次いで
「まちなかに緑や花を増やす取り組み」
となっている。 

●既に景観に配慮していることとして、「建
物周囲の緑化等」が最も多く、次いで「広
告物の⾼さや⼤きさ」となっている。 

広告塔（看板）の外観（⾊、素材、デザ
イン、⼤きさ、⾼さ）について定める 

個⼈の意識や⼯夫に任せるべきであり、
ルールを定めることは適当でない 

わからない 

その他 

重要度 

重要度 
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現⾏制度のとおりで良い
（市全域⼀律の要件）

(31.6%)

対象区域（市全域）
は良いが、⼀律の
要件は良くない

(17.5%)
現⾏制度に加え、特に歴史的まちなみや

観光地等はより厳しいルールを定めるべき
(10.5%)

都市計画の⽤途地域
（住居系・商業系・⼯業系）
に応じたルールに⾒直すべき

(21.1%)

わからない
(19.3%)

n=57

現⾏の届出書類の
とおりで良い

(81.5%)

省略できる
（景観の審査に不要な）

書類がある
(3.7%)

その他
(14.8%)

n=57

3.02 

3.02 

3.04 

3.02 

3.02 

3.04 

2.96 

2.96 

3.09 

2.50 3.00 3.50

⾼さ13ｍを超えるもの

延べ⾯積500㎡を超えるもの

10㎡を超える増築・⾊彩の変更等

⾼さ13ｍを超えるもの

築造⾯積500㎡を超えるもの

10㎡を超える増築・⾊彩の変更等

鉄塔等の⾼さ15ｍを超えるもの

広告塔類の⾼さ4ｍを超えるもの

開発⾯積1,000㎡以上

建物

プラ
ント
等

開発

鉄塔・
広告塔

⼯
作
物

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 

問 13 届出が必要な条件について（5 段階
評価）  問 14 届出対象区域とその要件について 

問 15 現⾏の届出制度における届出書類に
ついて  

 

●いずれの項⽬も、3.00 前後となっており、
あまり⼤きな差は⾒られない。 

●届出対象区域とその要件について、「現⾏
制度のとおりで良い（市全域⼀律の要
件）」の割合が最も⾼く、次いで「都市計
画の⽤途地域（住居系・商業系・⼯業系）
に応じたルールに⾒直すべき」となって
いる。 

●「現⾏の届出書類のとおりで良い」の割合
が⼤部分を占めている。 

緩い← →厳しい 


